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平成１９年優先
政策事項

平成19年1月10日
７.個人の多様な力を活
かす雇用・就労の促進

円滑な労働移動と雇用機会の創出ならびにワーク・ライフ・バランス
の実現に向けて、労働市場・労働基準に関わる規制を改革する。人
口減少社会に対応すべく、若年者や女性、高齢者、障害者、外国
人を含め、個人の多様な価値観を反映し、雇用・就労形態を改革す
る。

http://www.keidanr
en.or.jp/japanese/p
olicy/2007/001.html

２００７年版経営
労働政策委員
会報告
「イノベーション
を切り拓く新た
な働き方の推進
を」

平成18年12月19日

第２部　経営と労働の課
題
２．新しい働き方を実現
するワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調
和）

６．中小企業が抱える課
題と解決策

・企業と従業員の協力によって、双方のニーズを満たす、新しい働
き方の推進が求められており、その挑戦が、ワーク・ライフ・バラン
ス（仕事と生活の調和）の実践である。
・ワーク・ライフ・バランスの基本理念のもとに、多様な人々の就労
参加と柔軟な働き方を推進する必要がある。ワーク・ライフ・バラン
スは、単なる労働時間の短縮や休暇取得に関することではなく、企
業労使の、新たな自律的な働き方への挑戦である。
・中小企業にとっての最重要課題は人材の確保、人材力の向上に
あろう。そのためにもワーク・ライフ・バランスへの挑戦を期待した
い。

http://www.keidanr
en.or.jp/japanese/p
olicy/2006/091.html

産業界・企業に
おける少子化対
策の基本的取
組について

平成18年5月10日

Ⅲ具体的な取り組みの
方向性
１.企業の具体的な取り
組み
（３）両立支援を促進する
職場風土の醸成

・企業は両立支援制度を利用しやすい職場風土の醸成など、制度
の運用面での改善を図る工夫も重要
・経営トップは、ワーク・ライフ・バランスを経営上の基本方針の一つ
として位置付け、社内に浸透させるための旗振り役を務めることが
必要。
・管理職層は、職場の雰囲気づくりのためのマネジメントを行うこと
が重要。
・従業員に対するキャリアデザイン教育などを通じて、従業員自身
の意識改革を促すことも必要。

http://www.keidanr
en.or.jp/japanese/p
olicy/2006/028/ind
ex.html

提言「子育て環
境整備に向け
て」フォローアッ
プ調査

平成18年4月27日

日本経団連「国民生活委
員会」「少子化対策委員
会」「人事労務管理委員
会」の委員及び企画部会
委員会社・団体２３６のう
ち１０７社・団体から回答

・性別役割分担意識払拭を目的とした意識啓発に６割超（６１．７％）
の企業が取り組んでいる
・ほとんどの企業（９８．１％）が労働時間を柔軟に選択できる制度を
導入している
・法定内容を上回る育児休業制度を導入している企業は６割近く（５
９．８％）にのぼっている。

http://www.keidanr
en.or.jp/japanese/p
olicy/2006/026/ind
ex.html

（社）日本
経済団体
連合会

資料５－１　民間団体等の提言・報告
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活力ある高齢社
会～「生涯にわ
たるワーク・ライ
フ・バランス」の
実現

平成１８年１０月
Ⅴ提言：生涯にわたる
ワークライフバランスの
実現にむけて

・行政は、欧州や日本の先進的事例を前面に押し出しつつ企業・国
民に周知を図り、企業経営者は、率先して自らのワークライフバラン
スの実践に努めるなどの啓発を行うべき。
・企業は、多様な就労形態に対応した人事・評価制度の整備を行
い、政府は労働時間管理を中心とした関係法規の整備を行うなど
ワークライフバランスの定着に向けた環境を整備すべき。
・就労サポート機関のネットワークを強化すべき。
・産官学の連携、研究結果を蓄積・活用し、導入した施策のフォロー
アップに努めるべき。

http://www.doyukai.
or.jp/policyproposal
s/articles/2006/06
1012a.html

日本企業のＣＳ
Ｒ進捗と展望－
自己評価レポー
ト２００６

平成１８年５月２３
日
（社会的責任経営
推進委員会）

４．ＣＳＲを意識したイノ
ベーションの推進
（４）人材活用のイノベー
ション：ダイバーシティの
推進

企業経営においても、性別・年齢・国籍・雇用形態にかかわらず多
様な人材を活かしていくことが、新たな付加価値の創出にも結びつ
く。
この点について、多くの日本企業が直面している最大の課題は「女
性の活用」である。これは「男女雇用機会均等法への対応」という消
極的な次元ではなく、優れた人材を登用・活用していく上で、開拓す
べき大きなフロンティアがあるという積極的な次元で考えていかな
ければならない。

http://www.doyukai.
or.jp/policyproposal
s/articles/2006/06
0523a.html

個人の生活視
点から少子化問
題を考える～世
代別価値観を
踏まえた少子化
対策提言～

平成１７年３月１０
日
（人口減少社会を
考える委員会）

Ⅱ提言にあたっての基
本的考え方（７）

・企業はワークライフバランスに配慮する大きな責任がある。
・生産性向上とワークライフバランスを両立させることが企業に求め
られている課題である。

http://www.doyukai.
or.jp/policyproposal
s/articles/2004/05
0310a.html

日本・東京
商工会議
所

少子化問題に
関する提言

平成18年5月11日

Ⅰ我が国の少子化対策
のあり方
　３仕事と子育ての両立
支援に向けた環境整備

Ⅱ商工会議所の役割

・ダイバーシティ（多様性）の確保が今後の企業の経営戦略におけ
る最重要課題。
・政府は「仕事と子育ての両立支援」の重要性を幅広くＰＲすべき。

・商工会議所では、国民及び企業経営者の意識改革、仕事と子育
ての両立支援に取組む企業への支援、若年者の結婚力向上への
支援に取組む。

http://www.jcci.or.j
p/nissyo/iken/0605
11syoushika.pdf

（社）経済
同友会
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日本労働
組合総連
合会

２００７年度「連
合の重点政策」

平成１８年６月１日
（第４７回中央委員
会）

Ⅱ各論
１「安心・公正」社会の実
現
（２）ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けたワー
クルールの確立

･子育て支援・少子化対策の積極的な推進
・真に働くもののための労働契約法の制定
・ワーク・ライフ・バランスに配慮し、ワーク・ライフ・バランスを実現す
る労働時間法制の見直し
・パート労働者等の均等待遇の実現
・賃金底支え機能を発揮する最低賃金制度への改革

http://www.jtuc-
rengo.or.jp/kurashi/
seisaku/2007juuten
seisaku/index.html

「次世代のため
の民間運動～
ワーク・ライフ・
バランス推進会
議～」の発足に
ついて（記者公
表資料）

平成18年8月1日

「次世代のための民間運動～ワーク・ライフ・バランス推進会議～」
の発足を発表。同会議の当面の活動は以下のとおり。
・「ワーク・ライフ・バランスの日」の提唱
・民間運動・発足記念シンポジウム
・「次世代育成支援ポータルサイト」の開設

http://www.jpc-
sed.or.jp/teigen/ind
ex.html

平成１７年度新
入社員の「働く
ことの意識」調
査

平成１７年６月２２
日
（社団法人日本経
済青年協議会と共
同）

４．仕事中心か生活中心
か

・平成１７年度新入社員３，９１０人を対象に調査。
「あなたは仕事と生活について、どちらを中心に考えますか」という
質問に対しては、「仕事と生活の両立」という回答が大多数（７９．
７％）を占め、「生活中心」（１１．０％）、「仕事中心」（９．２％）という
回答を大きく上回った。

http://www.jpc-
sed.or.jp/sb2/sb2-
top.html
社会労働部／提言
活動

子育て支援政
策に関する提言

平成１４年１１月２０
日
（子育て支援政策
研究会）

２．子育て支援政策に関
する提言
Ⅵ世代間ワークシェアリ
ングの発想で働き方の
改革を

・世代間ワークシェアリングの観点から、子育て世代の親に対し大
幅に育児休業や短時間勤務を認め、子育て時間を保障するような
労働政策を打ち出す。
・家庭と仕事を両立しながらキャリアの継続・伸長を図れるような柔
軟な働き方を創り出す。

http://www.jpc-
sed.or.jp/sb2/sb2-
top.html
社会労働部／提言
活動

（財）社会
経済生産
性本部


